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日本一暑さに強いまちへ「Cool down いせさき」官民共創プロジェクト提案募集
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　本市では、令和７年８月５日に国内観測史上最高気温となる41.8度を
記録しました。市は、この暑さを本市の特色として生かしながら暑さに
強いまちづくりを進めていくため、暑さ対策につながる提案を広く募集
しています。提案内容は、イベントの実施や商品開発などを想定してい
ますが、これに限らず幅広い視点から提案してください。日本一暑いま
ちから日本一暑さに強いまちへ。皆さんからの提案をお待ちしています。
問　戦略推進課（☎27－6281）

【市HPで事業実施状況を公表】
　事業実施状況を市HPで広く公表。

皆さんのアイデアで、
伊勢崎市を『日本一
暑さに強いまち』に！

【事業実施に向けた協定・契約締結】
　費用負担や実施時期などを協議し、
必要に応じて協定などを締結。

【事業提案書を提出】
　具体的な事業内容を記載して提出。
提案は随時受け付け。

　暑さ対策につながるものであれば、幅広く提案で
きます。
● 暑さ対策のためのイベント実施
● 暑さ対策のための商品開発に関すること
●店舗の休憩所としての開放 など
　 ※社会通念上や暑さ対策として慣習的に禁止され
ているものや危険を伴うもの、暑さを助長する取
り組みなどは除きます

提案内容の例

対  　企業・団体
　 ※法人であるか否かは問いません
　※個人の応募はできません
申  　提案書に必要事項を記入の上、直接または郵送・
メールで戦略推進課へ
宛 先　〒372－8501　（住所不要） 市役所戦略推進
課、 senryaku@city.isesaki.lg.jp

提案書の提出方法

▲市HP
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申し込みの流れ
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市役所・各支所などの連絡先

●伊勢崎市役所  ☎0270－24－5111
●赤堀支所  ☎0270－62－1151
●あずま支所  ☎0270－62－1311
●境支所  ☎0270－74－1111
開庁時間　午前８時30分～午後５時15分

■災害情報案内（24時間）
　☎050－5536－6965
■救急病院等案内（24時間） 
　☎0270－23－1299
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　今月の表紙は、６月６日に市陸上競技場で開
催された市民レクリエーションスポーツ祭で、
ジャベリックスローを楽しむ家族の様子。会場
には子どもから高齢者・障害のある人まで多く
の人が集まり、普段はあまり体験できないボッ
チャやモルック、ボルダリングなどのレクリエ
ーションスポーツを楽しみました。

今月の表紙

撮影者：akagi2014
撮影場所：伊勢崎オートレース場

市広報プロモーション課
公式インスタグラム
今月の“いち推し伊勢崎”

市広報プロモーション課公式イ
ンスタグラムで「＃いち推し伊
勢崎」を付けて投稿された皆さ
んの写真を紹介しています。
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 官民共創プロジェクト提案募集

P4 夏休みは市有施設で学習しよう

P5 自転車の交通ルールを守りましょう

P6-7 企画展 土器ドキモンスター大集合

P8-14 情報公開制度の運用状況 
 市職員を募集します 
 消防職員を募集します 
 市民病院職員を募集します 

窓口で通訳アプリ・電話で通訳が利用可能に 
 中小企業者GX推進事業費補助金 
 保険税（料）の通知書を郵送します　ほか

P15-16 pick up 
M
メ ー ド
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n いせさき 親子オープンファクトリー 
グリーンカーテンの食材を使った親子料理教室　ほか

P17 まちの出来事

P18-20 健康ガイド／いきいきシニア／子育て通信

P21 図書館インフォメーション／いきいき公民館

P22-29 情報掲示板 
22 お知らせ　24 募集　25 スポーツ　26 講座
27 相談　28 催し　29 善意

P30 各種相談

P32 明日へジャンプ／人口世帯・市税の納期

　本紙掲載のQRコードの利用ができない
場合は、掲載記事の担当部署へ問い合わ
せてください。詳細な事項や申し込みに
ついて丁寧に対応します。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です

QRコードの利用ができない人は
記事の担当部署へ問い合わせをお願いします




